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裁 決

審査請求人

２１総総法審第６４９号

２ １ 総総法審第６５０号

東京都港区虎ノ門一丁目１６番２号

卜　　　　　　　 虎ノ門東鉱ビル
上記代理人

処 分庁

弁護士　阿部一博

大田.区福丿粃事務所長

審査請求人が平成２ １年９月２ ５ 日 に提起した生活保護廃止決定及

び生活保護法６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る各審査請
求について、･これらを併合して審理し、口頭意見陳述の機会を設､けた
上で、次のとお｡り裁決する。　　　　尚

主 文

戔 分庁 が、審査請求人に対し、平成２１年７月３０･日付けで行った

生活保護廃 止処分、及び平成２１年９月１６日付けで行った生活保護

法６３条に基づ く返還金額一決定処分（蒲 生発第１ ０ ６ ９ １号）をいず
れも取り消す。
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第 １

理 由

各審査請求の趣旨

本件各審査請求の趣旨は、処分庁が審査請求人（以下「請求人」

という。）に対して、平成21 √年７月３０日付けでした保護廃止

決定処分（以下「本件処分１」という。）、及び平成２１年９月

1･ 6 日付けでした生活保護法（以下「法」‥という。）６３条の規

定に基づく返還金決定処分（蒲生発第1  0 6 9 1 号。以下「本件

処分２」という。また、本件処分１と併せて「本件各処分」とい

う。）について、それぞれその取消しを求めるものである。

第 ２　 経 緯　　　　　　　 ダ

１ ＼ 平 成 ２ １ 年 ２ 月1 卜8 日 付 け で 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 す る 生 活

保 護 を 開 始 し た 。 二

２　 平 成2 卜1 年 ６ 月 １ ０ 日 、 蒲 田 税 務 署 徴 収 職 員 は 、 請 求 人 名 義 の

㎜　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　 ｑ
以 下 め 貸 付 信 託 に か か わ る 償 還｡ （ 解 約 返 戻 金 ） の 返 還 請 求 権 及 び

㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¶　　・　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　丶
＼ 収 益 分 配 金 の 支 払 請 求 権 又 は 買 取 請 求 権 を 差 し 押 さ え た （ 差 押 調

書 謄 本 ） 。　　　　　　　　　　 卜

種類

預入日

満期日

契約番号

元本

株式会社匚二 ］信託銀行の貸付信託（ビッグ）
平成１６年.8月２０日

平成２１年８月２０日

０ ０ Z 6
！０５万円　＼

取 扱 店　　 株 式 会 社「 ‾TT ‾1信 Ｅ 銀 行匸 コ 支 店　　　　 犬 、

３　 平 成2  1  #  6 月24 浦「 、 請 求 人 か ら 処 分 庁 に 対 し 、 請 求 八 巻 義

の 株 式 会 社
¬

信 託 銀 行 （ 以 下 「 本 件 信 託 銀 行 」 と い うﾐ」 ）サ

し の 口 座 が 税 務 署 に よ り 差 し 押 さ え ら れ た 旨 の 報 告 が あ っ た 。≠　 ］､･

処 分 庁 が 、 請 求 人 の 同 意 を 得 て 法 ２ ９ 条 の 舞 査 を 行 っ た･結 果 。

･2-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　／



以 下 の と お り 、 請 求 人 名 籘 の 本 件 羣 託 銀 行 大 森 支 店 の 口 座 の 残 高

が 確 認 さ れ た （ 異 動 明 細 表 、’回 答 書 ） 。

杳 通 預 金 ・残 高　　　　2  4,8 ０ ６ 円

定 期 預 金　 残 高　2,0  2  3,5  7  1 円

貸 付 信 託　 残 高　 ８ ，０ １ ０ ，０ ０ ０ 円

４　 処 分 庁 は 、 上 記 ３ の 普 通 預 金/ （ 別 紙 預 金 等 目 録 ① の 普 通 預 金 。

以 下 「 本 件 普 通 預 金 」 と い う 。 ） 、 定 期 預 金 （ 別 紙 預 金 等 目 録 ②

■　　　　　　　　　　　・　　　　　　　Ｉ　　　　●
及 び ③ の 淀 期 預 金 。 以 下 「 本 件 各 定 期 預 金 」 と い う ’。 ） 及 び 貸 付

信 託 （ 別 紙 預 金 等 目 録 ④ な い し ⑧ の 貸 付 羣 託 。 以 下･「 本 件 各 貸 付

信 託 」 と い う 。 ま た 、こ れ ら を 併 せ て 以 下 「 本 件 預 金 等 」 と い う 。 ）
’　　　　　　　　‘　　　　　　　Ｓ　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　■

を い ず れ も｡請 求 人 の 資 産 と 認 定 し 、 そ れ に よ り 誚 求 人 に つ い て 保

護 を 廃 止 す る こ と を 決 定 し 、 平 成=21 年 ７ 月3  0 日 付 け で 請 求 人

に 対 し て 通 知 し た （ 本 件 処 分 １ ） 。　　　　　　　　　 づ

５　 平 成 ２ １ 年9fl6 日 付 け で 、 処 分 庁 は 、 法 ６ ３ 条 に 基 づ き 、

請 求 人 に 対 し 、 菻 還 金 額 を ９ ４ 6,0 １ ５ 円 と す る 決 定 を 行 い 、 請

求 人 に 通 知 し た （ 本 件 処 分 ２ ） 。　　　　　　　 ／

６　 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ２ ５ ．日 、請 求 人 は 、本 件 各 審 査 請 求 を 提 起 し た 。

７　 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ １ 日 、 蒲 田 税 務 署 徴 収 職 員 は 、 上 記 ２ の 差

押 え を 解 除｡し た （ 差 押 解 除 通 知 書 ） 。

８　 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ５ 日 、 本 件 預 金 等 に つ い て 、･ 「 真 正 氏 名 変 更 」

と し て 、 名 義 が 請 求 人 か ら 「「‾‾‾ ‾l 」 に 変 更 さ れ た､（ 通 帳 ） 。

第３　当庁の判断

１　請求I人の主張は、ご以下のとおりであり、これらの点から本件各

処分が違法であると主張しているものと解される。

処分庁が細布人の資産々認定した本件預金等は、請求人の母口
口 二］（以下イ母口j　 という。）の資産である。請求人ほこれ
らの本 件 預金 等 につい て、 平成 ２１ 年 ６月 に国 税 が差し 押 さえる

３

i!i



まで、その存在すら知らなかったものである。したがって、本件

預金等を請求人の資産と認定したのは事実誤認であって、本件略

処分はその前提となる事実認定に誤りがあるから違法である。

以下、検討する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ

２　本件預金等の帰属について
（1） 処分庁が請求大め資産と認定した本件預金等は別紙預金等日

録のとおりである。
（2） 預金者の認定については、客観説（自ら出捐し、自己の預金

、とする意思で銀行に対して本人自ら又は使者・代理人など預金

をすることを依頼した者を通じて預金契約をしだ者を預金者と

する。ーすなわち･、預入行為をした者が出捐者の資金を横領する

◇ などして自己の預金として預け入れるなどの特別の事情のない

限り、預金原資の出捐者に主眼を おいて認定する。⊃ぺ 主観説

（預大行為をした者を預金者とする。）及び折衷説（原則的に

は出捐者が預金者であるが、預入行為をした者が自己を預金者

であると明示的又は黙示的に表示した場合にはその預入行為を

した者を預金者とする。）の三説があるとされている（なお、

いずれも、1名義について･は特に信頼するに値せず、他人名義で

あっても、当該他人を権利者とするのではなく、’他人名義を自

ヤ　己を表示するものとした本人､（出捐者又は預入行為者）蜃権利

者と認定するものであるレ ）。　二

ア　定期預金の預金者 について　　　　　　　　十
定期預金については、判例上、原則として出捐者が預金者

であるとされている（客観説。無記名式 定期預･金について、

最高裁判所昭和３２年１２月１９日判決・民集１ １ 巻 １ ３ 号

2 2 7 8 頁。記名式定期預金について、最高裁判所昭和５２

，　　年８月９日・民集３１巻４号７４２頁（ただし、他人（預入

行為者）名義の定期預金で、預入行為者が出捐者の使者ない

４



-7･

し代理人として預金契約を締結し、 預金証書及び届出印鑑を

出 捐者が所持していたケースについてのもの。 ）｡）。学説上

は主観説も有力である。

イ　 普誦 預金の預金者について　　　　　　　　　　　　　　 ・∧
普通預金については、預入れ、･振込み、払出し等の行為が

連続して行われるところ、個々の預入金ごとに預金債権が成

立してい るわけではなく、入金記帳がなされた時点､で、 個々

の預入金はその特定性を失い、それを組み込んだ新たな」√個

の残高債権が成立す るものと解されてい る。　したがって、客

観説に従って個々の預入金ごとに成 立した預金債権 がそれぞ

れの預入金の原資の出捐者に帰属す ると解するのは無理であ

って（後掲最高･裁判所､平成１５年2121 日判決についての

ジュリストＮ０．１ ２ ６ 9 ― 83 頁の解 説参 照）、`結局、個々の

事案ご･とに判断す るこ とに ならざるを 得ない ものとされる

（預かり金を入金する口座に関し、 通帳、印鑑等を所持し口

座Jを管理す るもめを預 金者と認定するものとして、最高裁判

所平成！ ５年２月２１日判決・民集 ５ ７巻 ２号９５頁。 同裁

判所平成１５年６月１２日判決・民集５７巻６号５６３頁）。

ウ　貸付信託の委託者について　　　　　　　　 十

貸付信託については、そ ﾀﾞﾌ）帰属（委託者）について明確に

判断した裁判例はないが、貸付信託 が委託者（受益者） が一

定額の元本を信託銀行（受託者）に一定期間信託し、信託銀

行がこれを運用して期限到来後元本及び収益（収益満期受取

型・ビ ッグ）を金銭で委託者に支払 うものでご、元本が保一証さ
れており、隹託預金ともい われてい るこ となどに照らしても

定期預金に類似している1とする裁判 例（東京高等裁判所平成

８年１１月 ２ ８ 日 判決・判例タ イ ムズ９６２号１７１頁）等

がある’ことから、上記定丿期預金ど同 様に解するのが相｡当と解

５



さ れ る 。　　　　　
犬

(3) ア　 本 件 に お い て
、

本 件 各 処 分 が な こさ れ た 当 時 、
本 件 預 金 等 は

請 求 人 名 義 で. あ つ
元 と こ ろ

、
請 求 人 は 、

本 件 預 金 等 は 母[
二 二]

の も･ の で あ る と 主 張 す る 。　　　　　　　　　
ケ

と こ ろT で
、

上 記 判 例 等 に よ れ ば 、
本 件 各 定 期 預 金 及 ぴ 本 件

各 貸 付 信 託 は
、

そ の 名 義 に よ る こ- と な く､･ 出 捐
者 又 は 預 入 行

為 者( 貸 付 信 託 に お い て は 委 託 行 為 者) に 帰 属 す る と 解 す る

め が 相 当 で あ る 。　　　　 犬　 ノ　　　　　　　　 ご

く イ レ そ こ で
、

ま ず 本 件 各 定 期 預 金 及 ぴ 本 件 各 貸 付 信 託 め 出 捐 者

か 誰 で あ る か に つ い て 検 討 す る
八

請 求ﾉy が 提

以十「母異議申1立書j･というノ」には、「私［TT 一冂 ヵ1、函

5fb"5 6牟息子匚 二二］が口 歳になったこ.とをぎっかけに私　∧

の財産で購入したものである．＼その後、満期をむかえる毎･に/
継続する、あるいは買増しすﾌる等、全て［ 二二 二ｺ が私の芦志

厂で手続きをし･たものである］として’、母口 ］が出捐者である

･旨の記述があるところであるが、具体､的にその原資が何かに

ついて.は触れられていない．　　　　　　　　つ
一方、本件各定期預金の預入日についてみると、本件貧託

銀州二ｺ 支店の（処分庁か）平成２１年６月ﾚ２４よ日付蜃１３

８号でした依頼に対する回答書に添付さくれた1「定期明細照会」

によれば、別紙預金等目･録②及び③の定期預金は、その預入

日は②が平成１９年１１月２０日、③が平成２０年１月３０

日であ1つて、本件各定期預金について母異議申立書の記述
（「私I‾ ‾ ‾1が昭’和５９年 ．･（ 私の財産で購入し））を直

接裏付けるものどは言いがたい．
∧また、本件各貸付信託の契約日につい弋み’るど、上記回答..

書に添付された「貸付信託契約分照会」によれば、別紙預金

６



等目丿録の④の貸付信託(No.  0 0 2 7 、j契／払0  7  0 -  1 7  0

。２０５、年５、元本气万）１ ０ ４ 、 し自’継2 ）jはその契約 日が

平成１ ７年 ２月 ５日で信託 期間５年、２回め‘自よ動継続を経て

い ると解 されるから、当初の契約は平成７年２月５日である

と推定され、同様に同目録⑤の貸付信託(No.  0 0 2  8 、契／

払070 ― 1 7062  0 、年５、元本（万) 2  0 6 、自継２）

△については当初契約 日は平 成７年６月２０日、同目録⑥の貸

二付信託(No. 0 ０ ２ ９、契／払 日70-170720 、元本（万）

３βＯ、自継１）については当初契約日は平成１ ２ 年 ７月 ２

０日、同目録⑦の貸付信託(No.  0 0 3 0 、喫 ／払日７０Ｔ;１
9 0  8  0 5 、元本（万） ５６、自継 ３）については当初契約

月は平成４年８月 ５日とそ れぞれ推定される（なお、同 目録

⑧の貸付信託(  Nol 0 0 3  1 、契／払070-1608 一20 、

年５、元本（万) 1  0  5 、自継Ｏ。 国税により差押えを受･け

たもの’。 ）については、 自動継続の回数が不明のため、 当初

契約日は不明である。）。

す ると、本件各貸付信託についても、母異議申立書の上記

記述を直接裏付けるものは見出すこ とはできない とい わざる

をえない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。･

ウ　 次に、本件各定期預金及び本件各貸付信託め預入行為者・

委託行為者が誰かについて検討する。

当庁は請求人に潸 し、本件預金等につい て、預入行為 ・委

託行為を直接証明する書類（卩座開設の際の契約書萼）の提

出 〕（釈明）、を求 めたのに対し･、本件信託銀行から（瞶求人を

経由して）上記書類に該当するものとして、昭和５９年８月

１０日付け の「届 出印鑑（写）」 （住所 の記載が訂正されて

い る。以下､「本件印鑑届」とい う。）が提出された。

本件預金等は、､信託総合 口座を構成す る貸付信託及び定期

７



預金並びに貸付信託の収益金受領口座である普通預金である

と認められるところ（信託総合口座通帳。当該信託総合口座

を以下「本件口座」という。）、本件印鑑届は本件口座の開

設の際に作成提出されたものと推認される。
そして、本件印鑑届は「［二: 二 ］」と署名されているもの

の、その筆跡は請求人によるもめとは認’められず、母異議申

立書の筆跡と同一人によるも｡のと認められること（委任’状、

口頭意見陳述出席者、母異議申立書、名義変更依頼書）かﾉら

艢れば、本件印鑑届は本件廿班開涙に際して母口 が作成提

出したものと認められる。　‥
エ　さらに、本件口座について、本件各審査請求提起後に、本

件口座の通帳上、「真正氏名変更」として名義人が請求人か

ら母口 に妛更された（笋２、。８）。これからすれば、本件
口座開設の際の契約書等を所持すると推認される本件信託銀

行が･、本件口座について眞査の上その｡真正の権利者｡を確認し、

当該手続きを行ったものと推認することができる。

こ れらのに 々から、･本丿牛口座を開設したのは、母口 であ

る･（母匚コ が請求人名義を用いて本件口座を 開設した）ものと

推認するこ とができる。

オ　 以 上から、本件各定期預金及び本件各貸付信託に､ついて、

その預入行為者又は委託行為雀が母口 と認められるもので
あり･、これを覆すに足りる証拠はない。
また、本件各定期預金及び本件各貸付信託について、出捐

者と莨入行為者・委託行為者が別人であると認める特段の事

情がない限りｙ 両者は同一一と推定すべきものと解されるとと

ろ、本件において、そのような特段の事情があるとは認めら

れない。
よって、本件各定期預金及び本件各貸付信託について、本
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３

件各処分時におい弋、母口 に帰属したものと認められる。
（4） さら･に、･1本件預金等は、信託総合口座を構成する貸付信託及

び定期預金並びに貸付信託の収益金受領口座である普通預金で

あり、それらの帰属はすべて同二人に帰するものと解するのが

相当であって、本件普通預金のみが別人に帰属することは担当

でないからヽ本件普通預金も母口 に帰属するものと認められ
る ○　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

よ っ て 、 本 件 預 金 等 は 本 件 各 処 分 時 に お い て 、 そ の名 義 人

あ る請 求 人 に で は な く 、 母口 に 帰 属 した も め と認 め られ る。

（5） よって、 本 件預 金等 は本 件各 処分 時におい て、そ め名 義 人 で

なお、 母 異議 申立 書におい て 「現在 におい ても、 この 貸付 信

託の証書等ならび受 取りに必要な印鑑等は私匚 ‾冂 が保有管

理しており」/と記述 されてい･るこ･と、従 前、本件預金等に･七）い

て本件信託銀行からの通知文書（平成１ ７年１０月 ３１日付け

「ご契約明細卜 お取引残高の邦知らせ」） が母匚コ の住所地マ
ある･「

」宛てに送
付 されてい るこ と、･及 び 本件印 鑑届 に訂正記 載 された 住所 （現

時点のもの。 ）が請求人の

現住所ではなく、母口 の住所であること（住民票、戸籍附票、

印鑑登録証明書、名義変更依頼書）も、上記の結論を裏付ける

ものということができる。　　　　十　　　　レ　　　　厂　　卜
こ一方、処分庁は以下のとおり主張するめで、検討する､。

（1） 処分庁は、本件現金等は請求人名義のものであ’り、請求人
に帰属すると主張する。　　　　　二　　　　　　　　　　･ 。

なるほど、一般的には、預金等は口座名義人に帰属するもの

と推定されものといえよう。しかしながら、本件口座が開設さ

れたと推測される昭和５９年当時、金融機関において他人名義

で口座を開設することが可能であったことは公知め事実であ

って、､既に述べたように、本件において、請求人から提出され
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た本件印鑑届によれば･、本件口座は請求人の母が開設したもの

と認められるのでjt)つて、上記推定は覆されるから、本件預金

等は本件各処分時において誚求人に帰属したものと認めるこ

とはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
よ っ て 、 上 記 主 張 は 失 当 で あ る。　　　　　　　　 し

(2匚 ま た 、 処 分 庁 は 、 本 件 信 託 銀 行 に 照 会 し た と こ ろ 、 請 求 人

名 義 の 本 件 預 金 等 に つ い て 、 請 求 人 か らの 請 求 が あ'れ ば 現 金

化 で き る と の 回 答 が あ っ た こ と、 本 件 預 金 等 は 、 最 近- ・時 的

に 入 金 さ｡れ た も の で は な い と の 回 答 が あ っ た こ と か らす れ ば 、

本 件 預 金 等 は 名 義 人 で あ る請 求 人 に 帰 属す る と主 張す る。

卜 し か し な が ら 、上 記(1) に 述 べ た よ う に 妲 人 名 義 の 預 金 等 が存

在 す る こ とか ら 、金 融機 関 は 預 金 通 帳 、証 書 等 の 所 持人 に 対｡し

て 、届 出 印 鑑 の 押 捺 し て あ る 払 出 請 求 書 に 基 づ い て 払い 戻 せ ば 、

た とい そ の所 持 人 が 真犬実 め 預 金 者 、権 利 者 で な かっ た とし で も 、

金 融 機 関 は免 責 さ れ る の で あ る。こ の こと は 、､民 法 ４ ７ ８ 条 に

規 定 す る 債 権 の 準 占 有 者 に 対 す る弁 済 の効 果 とし て 、あ るい は

預 金 規 約 等 の 免 責 規 定 の 効 果 と して 、･さ ら に は ま た 商 慣 習 を 理

由 と し て 、従 来 か ら認 め られ て き た と こ ろで あ る。した｡が っ て 、

个本 件 信 託 銀 行 が 、処 分 庁 の調 査 照 会 に 対 し た と え 上記 の よ うな

回 答 を し た と して も 、･そ れ は 上 記 め 免 責 に つ い て 述 べ た も‘ので
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　¶　●

あ っ て( 真 の 権 利 者 か ら の 請 求 以 外 に は 払 戻 を 行 うこ と は あ り

えな い と の趣 旨 と は解 さ れ な､い 。)、そ の こ と か ら 本 件 預 金 萼 が

請 求 人 に 帰 属 す る も の と 認 め ら れ る こ､と に な る も の で は な い 。

そ も そ も｢ 請 求 人 か ら の 請 求 が あ れ ば 現 金 化 で き る｣ と し て も 、

原 則 と し て 払 戻 請 求 に は 通 帳 と 届 出 印 鑑 を 所 持 し て い る こくと

が 前 提 で あ って 、本 件 各 処 分 時 にお い て、請 求 人 が 通 帳 と届 出

印 鑑 を所 持 し て い た ご と を 認 定 で き る 証拠 は ない 。)。

ま た 、 本 件 預 金 等 が 最一近 一 時 的 に な=さ れ た も の で は な い( 以
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前より、｡預入等が継続して行なわれた）としても、そのことは、

本件預金等の帰属を判断する上で何ら意味を持たない。　　。、
よって、上記主張は失当である。　　　　　　　　＼

（3） さらに、処分庁は、本件各審査請求提起後に法２９条に基

＝づき、本件信託鰒行に対し上記本件預金等の口座開設・預入

等の事実経緯について、及び所轄税務署 に対し平成２１年６

月に差し押えた本件預金等の一部が同年:LO 月に差押解除と

なった理由についてそれぞれ濁 会したところ、ともに回答を

拒否された。処分庁は、本件各処分を行うに際して制度上可

能な調査を尽くして判断したものであって、本件各処分は違
法又は不当といえないと主張する。

なるほど、処分庁が本件各処分前に本件信託銀行に対し調

査を行ったこと、及び本件各審査請求後に上記のような調査

を行ったことは、処分庁として可能な調査を尽くしたものと

いい聨 るとしても、本件審査請ﾚ求が提起されて審理を進める

過程において、新たな証拠が提出されるなどした結果として、

本件各処分の時点で請求人においては銀行預金や貸付信託と

いう資産を有してはいなかった（請求人の母親が請求人の名

義を使用して自己の資産としてこれらを有していた）こ､とが

裏付けられたことかち、審査庁とし｡ては、本件各処分ば処分

時において処分の理由を基礎付ける事実を欠いていたものと

認定するほかはな吋/こととなる。そのため、処分時までの処

分庁の調査に瑕疵があったか否かに関わらず、本件各処分の

効力を維持することはできないことに帰着するものである。

処分庁の上記主張は、処分庁に調査義務の懈怠があったか∇

否かが問題となるような場面においては意味が｡あるが、本件

審査請求における主要な争点は、本件各処分時において処分

の客観的要件が備わっているかどうかである。本件審査請求
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手 続 は こ の 点 を 事 後 的 に 収 集 し た 資 料 も 含 め て 審 理 す る も の

､で あ っ て 、 処 分 庁 の 責 任 の 有 無 を 判 定 す るも ので 雌 ない か ら 、

処 分 庁 の 上 記 主 張 は 本 件 各 処 分 め 取 消 理一由 の 存 否 の 判 断 を左

右 す る も の で は な く 、 採 用 す る こ と は で き ない 。、

よ っ て 、 上 記 主 張 は 失 当 で あ る。

(4) 最 後 に 、 処 分 庁 は 、 本 件 各 処 分 に!お い て と ら れ た 上 記 の 法

２ ９ 条 調 査 の 結 果 を もyつ て し て も 、 本 件 各 処 分 が 違 法 と さ れ

る も の で あ れ ば 、 同 調 査 に よっ て も 保 護 の要 否 の 判 定 に 何 ら

意 味 を 持 ち え ず 、 今 後 の生:活 保 護 業 務 の 運 用 全 般 に お い て 重

大 な 支 障 を も た ら す 結果 と な る と の 危 惧感 を 表 明 す る。

し か し な が ら 、‥行 政 の 調 査 権 限 に は 大 な り小 な り'限 界 が あ

る の で あ っ て 、1行 政 と｡し て は 法 律 に よ り 授 与 さ れ た 権 限 内 で

調 査 を 尽 く し で 可 能 な 限 り 事 実 を 収 集 認 定 し 、 そ の 事 実 を 前

提 と し て 処 分 を 行 う･も の で あ る 。 そ し て 、 そ の 権 限 内 の 調 査

∧を 尽･ぐ し て 認 定 し た 事 実 が 通 常 真 実 と 推 定 さ れ る も の で あ れ

ぱ 、 そ の 事 実 に 基七 い て 処 分 を 行 う･こ と は 相 当 で あ り 、 当 該

処 分 は 適 法 と推 定 さ れ る。こ の こ と を 、本件 に 即 して い え ば、

請 求 人 名 義 の 預 金 等 の 口 座 が あ る 以 上 、 当 該 口 座 の 預 金 等 は

一 般 に 名 義 人 た る 請 求 人 に 帰 属 す る も の と 事 実 上 推 定 さ れ る

か なぐ、｡濔E･‘対l'り.t事 実 を 窺 わ せ さ)よ う な 特 段 の｡事 情 が な い 限 り 、

そ のﾌ推豐ﾐ 事 発 を 前 提 と して 行 わ れ た 本 件 各 処 分 は 適 法 と 推 定
､･･ ･I　　I･9　゛･ l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡　　■

さ れ二 ぞ の よ'う な 場 今 に ま で 、 処 分 庁 が 処 分 に 先 立 っ て 反 対

事 実 の 不 存 在 ま で 積 極 的 に 調 査 す る 義 務 を負 う こ と は ない と

y解'さ れ る 。

戔 ち ろ ん 、 本 件 の 場 合 の よ うに 、 審 査 請 求 期 間 が 経 過 す る

前 に 本 件 各 処 分 の名 宛 人 で あ る 請 求 人 が審 査 請 求 を 提 起･し て 、

上 記 の 事 実 上 の 推 定 を 覆 す よ う な 証 拠 を 提 出 す れ ば 、 さ ら に

こ の 点 に て)い て｡の 審 理 を 尽 く すこ と が 必 要 と な る の で あ る が 、
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それはむ｡しろ例外的な場合であって、これをもって従来一般

的に行われている法２９条調査の結果に沿った生活保護業務

の運用を不十分として否定する｡ものではない。前記(3)で述べ

たように、本件審査請求手続において本件各処分の取消理由

を認定することは、処分庁の調査義務違反を認めることを意 、

味するものではないのであ･つて、今後の業務運用への支障を
理由･とする処分庁の主張は採用できない。　　　　　　ノ

ニよづて、上記主張は失当である。

４　以上のとおり、本件預金等がその処分時において請求人に帰属

するものとしてなされた本件各処分には、その前提事実の認定を
誤った違法があるというべきである。

第４　結論　　＼　レ

よって、本件各審査請求は理由があるから、行政不服審査法４
０条３項の規定を適用して、主文めとおり裁決する。

平成 ２ ２年 ７月 ２ ３日

審 査庁　　東 京都知 事　　石 原 慎太
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別 紙

預金等 目録
株式会拌匚TT ‾］信託銀行大森支店の口座名義人 「Ｔ ＴＴ ¬

（ 名 義番 号

の預金、貸付信託（金額はいずれも平成２ １ 年 ６月３

①　 普゚通預金　　 口座番号

残額 ２ ４

②　 定期預金

③　 定期預金

④　貸付信託

・ ’. l

; , I ･ 1 ･ ･ 1 . 1 : ･ . l j .夕 . . - ･ ， ! . ｡ l a 一冫

⑤　 貸付信託

⑥　 貸付信託

⑦　貸 付信託

⑧　 貸付信託

契約番号　 ０００01

預払 日

８０ ６ 円

１９年 １１月２０ 日

残額　　 １，０ １ ８，

契約番号0  0  0 0 2

２ ８ ０ 円

預払日レ　２０年　１月３０日

残額　　1  , 0  0 5, 2  9 １円

契韵番号　0  0 2 7
契／払日　１７年　２月　５日

残額　　　1 , 0  4 0, 0  0 OR
契約番号レ Ｏ･０ ２ ８

契／払日＋17 年　６月２０日

残額　　2  , 0  6 0,  0 ０･Ｏ円

契約番号　0  0 2 9
契／払日　１７年 ＼７月2 0'日

残額 厂　3 , 3  0
契約番号　００３

契／払日　１９年

０
　

０

Ｏ'０ ０ 円

８ 月 ５ 日

残額　　　　 ５６０，０００円

契約番号　０ ０ ３ １

契／払日　１６年　８月２０日

残額　　　1 , 0  5 0,  0  0 0 円
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